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1.事案の概要
（1）　当事者
　原告・控訴人：職業写真家（X）
　被告・被控訴人 1：ツイッター インク（Y1）
　被告・被控訴人 2：Twitter Japan 株式会社（Y2）
（2）　結論
　原判決変更（同一性保持権及び氏名表示権の侵害が
認められ，Y1 に対するメールアドレスの開示請求を
認容）
　その後，上告受理申立て
（3）　関係条文
　著 2 条／著 19 条／著 20 条／プロ責 2 条／プロ責 4 条
（4）　キーワード
　ツイート，リツイート，インラインリンク，著作者
人格権，同一性保持権，氏名表示権

（5）　概要
　本件は，X が，インターネット上の短文投稿サイト

「ツイッター」において，X の著作物である本件写真
が，①氏名不詳者により無断でアカウントのプロ
フィール画像として用いられ，その後当該アカウント
のタイムライン及びツイート（投稿）にも表示された
こと，②氏名不詳者により無断で画像付きツイートの
一部として用いられ，当該氏名不詳者のアカウントの
タイムラインにも表示されたこと，③氏名不詳者らに
より無断で上記②のツイートのリツイート（第三者の
ツイートについて自己のタイムラインに表示させたり
自己のフォロワーに知らせたりすることによって，当
該第三者のツイートを紹介又は引用することをいう。）
がされて，当該氏名不詳者らのアカウント（以下「本
件アカウント」という。）のタイムラインに表示され
たことにより，X の写真についての著作権（複製権，
公衆送信権（送信可能化権を含む。），公衆伝達権）及
び著作者人格権（氏名表示権，同一性保持権，名誉声
望保持権）が侵害されたと主張して，「特定電気通信
役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開
示に関する法律」（以下「プロバイダ責任制限法」と
いう。）4 条 1 項に基づき，上記①～③のそれぞれに
ついて，Y1 及び Y2 に対し，発信者情報の開示を求
めた事案である。
　原審の判決は，Y1 に対する請求を上記①及び②の
各アカウントのメールアドレスの開示を求める限度で
認容し，Y1 に対するその余の請求及び Y2 に対する
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請求をいずれも棄却したので，X はこれを不服として
本件控訴を提起した。
　なお，本稿では紙幅の都合により，上記③のうち，
著作者人格権（同一性保持権及び氏名表示権に限る。）
に係る部分に絞って紹介することとする。

2.争点
　本件アカウントにつき，本件リツイート行為により
X の著作者人格権が侵害されたことが明らかであるか

（プロバイダ責任制限法 4 条 1 項 1 号）等

3.判旨
　いずれも流通情報（元の写真画像）と本件アカウン
トのタイムラインに表示された画像を対比することに
より判断がなされている。
（1）　著作者人格権（同一性保持権）侵害について
　本件アカウントのタイムラインにおいて表示されて

　上の図は，Xのブログ
（http://ynawata.asablo.jp/blog/2018/05/22/8854401）
　に掲載されたものである。
　写真B（リツイート画像）では，写真A（元の画像）の　上
下部分が切除された結果，著作権者名等も表示されなくなった。

いる画像は，流通情報の画像とは異なるものである。
この表示されている画像は，表示するに際して，本件
リツイート行為の結果として送信された HTML プロ
グラムや CSS プログラム等により，位置や大きさな
どが指定されたために，上記のとおり画像が異なって
いるものであり，流通情報の画像データ自体に改変が
加えられているものではない。
　しかし，表示される画像は，思想又は感情を創作的
に表現したものであって，文芸，学術，美術又は音楽
の範囲に属するものとして，著作権法 2 条 1 項 1 号に
いう著作物ということができるところ，表示するに際
して，HTML プログラムや CSS プログラム等により，
位置や大きさなどを指定されたために，本件アカウン
トのタイムラインにおいて表示されている画像はトリ
ミングされた画像となったものと認められるから，本
件リツイート者らによって改変されたもので，同一性
保持権が侵害されているということができる。
　この点について，Y1 らは，仮に改変されたとして
も，その改変の主体は，インターネットユーザーであ
ると主張するが，上記のとおり，本件リツイート行為
の結果として送信された HTML プログラムや CSS プ
ログラム等により位置や大きさなどが指定されたため
に，改変されたということができるから，改変の主体
は本件リツイート者らであると評価することができる
のであって，インターネットユーザーを改変の主体と
評価することはできない。また，Y1 らは，著作権法
20 条 2 項 4 号「やむを得ない」改変に当たると主張
するが，本件リツイート行為は，他のアカウントにお
いて X に無断で本件写真の画像ファイルを含むツ
イートが行われたもののリツイート行為であるから，
そのような行為に伴う改変が「やむを得ない」改変に
当たると認めることはできない。
（2）　著作者人格権（氏名表示権）侵害について
　本件アカウントのタイムラインにおいて表示されて
いる画像には，X の氏名は表示されていない。そし
て，表示するに際して HTML プログラムや CSS プロ
グラム等により，位置や大きさなどが指定されたため
に，本件アカウントのタイムラインにおいて表示され
ている画像はトリミングされた画像となり，X の氏名
が表示されなくなったものと認められるから，X は，
本件リツイート者らによって，本件リツイート行為に
より，著作物の公衆への提供又は提示に際し，著作者
名を表示する権利を侵害されたということができる。
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4.解説
　本判決は平成 30 年度になされた著作権法関係の判
決の中でも注目度が高く，その理由としてはリツイー
ト行為による同一性保持権及び氏名表示権の侵害が肯
定されたことにある（1）。
（1）　著作者人格権（同一性保持権）侵害について
　同一性保持権とは，著作者が著作物やその題号を改
変するか否かを決する権利であり（2），種々の論点が存
するところ，はじめに改変の該当性とその主体につい
て検討する。
　原判決では，リツイートの仕組みに着目し，その行
為自体として画像ファイルのデータを送信し，又は送
信化が行われないことを前提に，改変も行われないと
して，同一性保持権の侵害を否定した。
　一方，本判決では，画像が異なる点について，「画
像データ自体に改変が加えられているものではない。」
とした上で，「表示するに際して，本件リツイート行
為の結果として送信された HTML プログラムや CSS
プログラム等により，位置や大きさなどが指定され
た」ことを理由に，「本件リツイート者らによって改
変されたもの」と判断された。これに対しては，サー
バにアップロードされた画像ファイルによってブラウ
ザ画面上に描画する際に，HTML 及び CSS の働きに
よってトリミングされた状態で表示されるに過ぎない
のに「改変」とされた点が問題視されている（3）。
　これに対し Y1 らは，「仮に改変されたとしても，そ
の改変の主体は，インターネットユーザーである」と
主張したが，「リツイート行為の結果」に起因するも
のとして否定された。改変がリツイート者の意思によ
り行われたものではない場合であっても侵害の主体と
なり得る点に関しては見解が分かれるところである（4）。
　また，Y1 らは，著作権法 20 条 2 項 4 号の「やむを
得ない」改変に当たると主張したものの，X に無断で
行われたツイートに対するリツイート行為であること
を理由に一蹴されている。
（2）　著作者人格権（氏名表示権）侵害について
　氏名表示権とは，著作物の原作品上，または著作物
を公衆に提供する際に，どのような名前（実名，変
名，偽名，筆名など）を表示するか，あるいは著作者
名を表示しないかを決することができる権利である（5）。
　原判決では，「本件リツイート者らから公衆への本
件写真の提供又は提示があるとはいえない」として，
氏名表示権の侵害を否定した。

　一方，本判決では，同一性保持権と同様にリツイー
ト者らの行為により，本件アカウントのタイムライン
において表示されている画像に X の氏名が表示され
なくなったものと認められ，氏名表示権の侵害と判断
された。当然，公衆への提供等の部分についても肯定
されたことになる。
　なお，著作権法 19 条 3 項の適用を検討する価値が
あり，条件次第ではサムネイル表示として氏名表示を
省略することができるとの判断があり得るとの見解も
存する（6）。同一性保持権における 20 条 2 項 4 号と同
様に適用除外の規定であるが，氏名表示権では Y に
よる主張がなされていない。
（3）　まとめ
　本判決を簡潔にまとめると以下のとおりとなる。
①他人がツイートした画像をリツイートした結果，当
該画像が自動的にトリミングされた場合であっても，
同一性保持権の侵害（改変）に該当し得る。
②侵害の主体は，リツイート者となる。
　本件は，発信者情報開示請求事件であり，著作者人
格権侵害事件のように著作者と侵害者の間で主張がな
された上での判断ではないものの，結論自体には問題
があると言わざるを得ない。トリミングはリツイート
者の意思によりなされたものではない上に，表示上の
画像がトリミングされていたとしても，当該画像をク
リックすれば元の画像が表示されることは多くのユー
ザーが認識しているためである。
　本判決に対しては上告受理の申立てがなされており，
最高裁における適切な判断が待たれるところである。

以上
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